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載しています。また、登録点検業務の管理及び立入検査の受検要領や点検時のトラブルＱ
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くご活用していただけるものと期待しております。 
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発刊のことば 

 

 平成 25 年 11 月に出版しました「船舶局等申請の手引」第７版の別冊と位置付け、登録検査等事業者（点

検の事業のみを行う者に限る。）による点検業務が適正に実施するためのハンドブックとして、総務省総合

通信基盤局電波部電波環境課並びに衛星移動通信課の監修を得た「登録検査等実施マニュアル」を新たに

発刊することとしました。 

 本書は、平成 22 年 12 月 3 日に電波法の一部改正が公布され、翌年 6 月 30 日に関係省令等の一部が改正

された登録検査等事業者制度に対応させ、法令解説から登録申請及び登録後の変更手続、点検の実施、点

検結果通知書等の実例、業務管理及び立入検査の受検要領、Ｑ＆Ａまで多岐にわたって収載するとともに、

様式例ごとに記載例をできるだけ多く掲載しました。登録点検の現場で活躍されている皆様に大いに活用

いただけることと期待しております。 

 また、本書は、登録点検員を対象に当協会が実施する「無線局登録点検員研修会」のテキストとして利

用していくことにしております。点検員の多くの皆様がこの研修会に参加され「無線局登録点検員研修修

了証」を取得されますことを期待しています。 

 最後に、本書発行のためにご指導とご援助を賜りました総合通信基盤局電波環境課・衛星移動通信課の

関係官をはじめ、編集にご支援・ご協力を賜りました編集委員会の皆様方に厚く御礼申し上げます。 

 

    平成２６年２月 

 

一般社団法人 全国船舶無線協会 

会 長  菊  川   亘 
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第 6 章 よくある質問（Ｑ＆Ａ） 

Ｑ１ 点検の業務を他の者に委託することはできますか。 ································· ６－１ 

Ｑ２ 登録の取り消し、又は業務の停止処分を受けるのは、どのような場合ですか。 ········· ６－１ 

Ｑ３ 登録に係る業務の実施方法によらないで点検の業務を行っていると認めるときは、 

業務改善命令を受けるとのことですが、どのような場合に処分を受けますか。 ········· ６－２ 

Ｑ４ 法第 24 条の８第１項の規定により、電波法を施行するために必要があると認める 

ときは、登録検査等事業者に対して立入検査を行うことがあるとのことですが、 

どのような場合に立入検査が行われますか。 ······································· ６－２ 

Ｑ５ 登録点検現場で、免許人等から点検員であることの証明を求められたとき、どの 

ように対処しますか。 ··························································· ６－２ 

Ｑ６ EPIRB、SART のデータは、誰が取っていますか。と質問されたときの対処は。 ·········· ６－２ 

Ｑ７ 無線従事者の資格について、旧資格と現行の資格の対応はどのようになっている 

のですか。 ····································································· ６－３ 

Ｑ８ 登録点検の手順を教えてください。 ··············································· ６－３ 

Ｑ９ 申請書類の写しが本船に保管されていない場合、どのように対処しますか。 ··········· ６－４ 

Ｑ10 現行の無線従事者選解任届の写しが本船に保管されていない場合、 

どのように対処しますか。 ······················································· ６－４ 

Ｑ11 申請書類に相違事項があった場合、どのように対処しますか。 ······················· ６－４ 

登録検査等事業者制度関係規程集 ································ 別 編 



目次－５ 

本書利用に当たっての留意事項 

本書で使用している主な用語の意味は、次のとおりである。 

○ 法：電波法（昭和 25 年 5 月 2 日 法律第 131 号）をいう。 

○ 登録検査等規則：登録検査等事業者等規則をいう（施行規則第 2 条第 13 号）。 

○ 登録検査等事業者制度：平成 23 年 6 月 30 日の放送法等の一部を改正する法律（平成 22 年法律第 65

号）の施行によって定められた、登録検査等検査事業者が、これまでの点検に加えて検査を行うこと

ができる制度をいう。 

○ 登録：検査等事業者についての総務大臣の登録をいう（法第 24 条の 2）。 

○ 検査等事業者：無線設備等の検査又は点検の事業を行う者をいう（法第 24 条の 2 第 1 項）。 

この検査等事業者は、登録検査等事業者には､無線局の無線設備等の定期検査に係る｢検査｣又は無線局

の無線設備等の新設検査､変更検査及び定期検査に係る｢点検｣の事業を行うことができる｢登録検査等

事業者｣と､従来の登録点検事業者と同様に無線設備等の｢点検｣の事業のみを行うことができる｢登録

検査等事業者(点検の事業のみを行う者)｣の２種類が存在する。どちらも登録検査等事業者として名称

は同一であるが、登録の申請の際に｢点検の事業のみを行う者｣として申請を行った者は､点検の事業の

みを行うことができる。 

○ 登録点検事業者：登録検査等事業者（点検の事業のみを行う者）をいう。 

○ 登録検査等事業者等：登録検査等事業者及び登録外国点検事業者をいう（登録検査等規則第 1 条）。 

○ 登録簿：登録検査等事業者登録簿をいう。（法第 24 条の 3） 

○ 総務大臣は、登録検査等事業者について、登録検査等事業者登録簿を備え、登録及びその更新の年月

日並びに登録番号の他、登録の申請時に記載された事項（氏名及び住所、点検に用いる測定器等及び

無線設備等の点検の事業のみを行う者にあってはその旨）を登録しなければならない。 

○ 登録証：総務大臣が検査等事業者の登録又はその更新をしたときに交付する登録証をいう（法第 24条の 4）。 

○ 無線設備等：無線局の無線設備、無線従事者の資格（法第 39 条第 3 項に規定する主任無線従事者の要

件、法第 48 条の 2 第 1 項の船舶局無線従事者証明及び法第 50 条第 1 項に規定する遭難通信責任者の

要件に係るものを含む。）及び員数並びに時計及び書類をいう（法第 10 条第 1 項）。 

○ 業務実施方法書：検査等事業者の登録申請書に添付しなければならない書類の一であって業務の実施

の方法を定める書類をいう。 

○ 点検業務実施方法書：業務実施方法書のうち、点検の業務の実施の方法を定める書類をいう。 

○ 点検員及び判定員：登録検査等事業者制度による検査は、無線設備等の対比照合、電気的特性等の測

定等を行う「点検」である部分と当該「点検」の結果をもとに当該無線局の無線設備等が法令の規定

に違反していないか「検査（判定）」を行う部分からなり、この点検を行う者を点検員、検査（判定）

を行う者を判定員という（登録検査等規則第 2 条）。 

○ 審査基準：電波法関係審査基準（平成 13 年総務省訓令第 67 号）をいう。 

○ 検査規程：無線局検査事務規程（平成 13 年総基総第 10 号）をいう。 

注 無線局検査事務規程は、登録検査等事業者制度の制定に伴う改訂作業がなされていないため、それ以

降に改正があった電波法等の各条文と符合しない個所がある。このため、本マニュアルではなるべく

改正後の電波法に符合するように用語を統一しているが、旧用語・旧条文を用いている部分もあるた

め新用語・新条文に読み替えて利用願います。 
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